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わが国の精神保健や福祉の仕組みは現在進行形で変化しています．
本書初版が刊行されたのは 2008年でしたが，このあいだ，診療報酬制
度も介護報酬制度も改定され，「障害者自立支援法」が「障害者総合支
援法」へ移行することになり，「学校保健法」が「学校保健安全法」に名
称変更となり，「社会福祉士及び介護福祉士法」や「保健師助産師看護
師法」などに関する法律が一部改定されています．
精神保健や福祉をめぐるわが国の状況は，これまでの遅れを急ぎ取

り戻すかのように，法律の上でも新しい概念，仕組み，技術が導入さ
れています．それにあわせ第 3版から新たに加えた項目は，認知症疾
患センター，アウトリーチ事業，医療機関との連携，相談支援専門員，
当事者スタッフ，ピアサポーターです．その動向にも明らかなように，
新たなチームメンバーや社会資源が増えており，ますますネットワー
クが求められています．その他の項目についても，実情にあわせて大
幅に書き換えたり，読みやすい図表に変更したりしてあります．
制度や法律は，それに関連した事例に出会った際，関連する記事を
見たり，仲間内で話題にしたりすることで理解が進むものです．本書も
そんなときに参考にするといいでしょう．当該ページに前後する関連
項目を少し広めに読んでみると，さらに知識の整理が進みます．精神
保健福祉士や作業療法士など他職種に直接聞いてみることもお勧めし
ます．法律の裏側にあるニュアンスや実情，実際的な手続きなども具
体的に理解できますし，多職種チームの連携がスムーズになります．
法律や制度の仕組みは改定されるたびに複雑さを増していきますか

ら，すべてを自分で覚えるという構えよりも，必要なときには適切な人
に聞くことができるネットワークが大切になります．自分だけで How 
To（何とかする）よりも，必要なときにTo Whom（誰かに聞く）という
戦略はいかがでしょうか？　その折にも本書は最初の手引きとして活
用できることでしょう．
今後も機会があるたびに改訂を予定しますので，読者のご意見をい

ただければ幸いです．
2012年 11月 野中　猛

まえがき（「第3版」）
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精神科医療は，社会的な偏見と科学的追究の遅れから，他の診療科
とはやや異なる扱いがされてきました．精神科医療は，単に生物学的
な治療だけではない心理社会的な対応が求められ，ときに強制的な治
療が必要となる領域です．そのため，他科にはない特殊な法制度が多
数存在し，診療報酬や施設体系でも異なる点が多数みられます．
一方，1970年代に始まった先進諸国の脱施設化に大きく遅れながら

も近年，わが国では精神科をめぐる社会的視点が変化してきました． 
’87年の「精神保健法」の改正において精神障害者の社会復帰・社会参
加がはじめて法的に認められ，’93年の「障害者基本法」において精神障
害者も障害をもつ者として正式に対象化され，制度的に他の障害と同
等となったのは「障害者自立支援法」が施行された’06年で，ごく最近
のことです．世界に類をみない長期在院についても，’04年の「精神保
健医療福祉の改革ビジョン」を契機に地域移行が強力に推し進められ
ています．また近年では，自殺者急増の背景にある気分障害の増加，
学校保健や産業保健上のメンタルヘルスへの注目など，広く心のケア
として精神科に対する期待が高まっています．同時に，統合失調症を
もつ方々自身が，セルフヘルプ活動を基礎に，自分たちの意見を公的
に表明することも多くなり，わが国における精神保健や福祉の印象も
一昔前に比べると様変わりしてきました．
こうした状況において，精神保健や福祉をめぐる法や制度は相当に
複雑になり，専門職にとっても把握が難しいものになっています．そこ
で本書では，精神科医療に携わる多数の専門職の方々に，わかりやす
く制度を理解してもらえるように整理し，可能な限り，図表を多用し，
見やすくわかりやすい構成を心がけました．他科で働く方々や，他の
障害を専門にしてきた方々にとっても，あらためて精神科医療を知る
ために有用になることでしょう．
精神保健や福祉の制度は現在進行形で改革を続けています．本書も，
機会があるたびに改訂を予定しますので，読者のご意見をいただけれ
ば幸いです．

2008年 5月 野中　猛

まえがき（「初版」）
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精神療養病棟

病床がもつ特異性を「特定の機能を担う病床」として，診療報酬上，
認められているものに「特定入院料」があります（2章「10．特定入院料」
を参照）．そのなかの一つに精神科の慢性期の治療を支える「精神療養
病棟入院料」があります．1994年に認められて以来，病床数は増えて
おり 2010年 7月 1日時点で 836の医療機関が登録しています1）．
精神療養病棟は「主として長期にわたり療養が必要な精神障害者が

入院する病棟」として認められたもので，在院日数に制限はありません．
基準を満たすことにより，診療報酬の点数として認められています．
算定は「包括払い」（2章「5．支払い方式」を参照）で行われます．

診養報酬の点数

’12年の診療報酬改定において，精神科慢性期入院医療が評価され，

4

精神科専門療法
’08年に新設された「精神科継続外来支援・指導料」は，精神科外来の

医師が患者や家族などに対し，主に病状・服薬状況，副作用の有無など
の確認を支援した場合，1日につき 55点を算定できます．また，精神科
を担当する医師のもと，保健師，看護師，作業療法士，精神保健福祉士
が患者や家族などに対し，療養生活環境を整備するための支援を行った
場合は，「保健師等による支援加算」（1日につき 40点）が加算できます．
’10年に新設された「認知療法・認知行動療法」は’12年の改定で「1」

と「2」に分けられました．「2」は従来どおりで精神科以外でも算定（420

点〈1日〉）できますが，「1」は精神科で，精神科救急医療体制の確保に
協力などをしている精神保健指定医が行った場合に 500点（1日）が算
定できます．また’12年の改定では，地域での精神科医療を評価するため，
「精神科デイ・ケア」「精神科ショート・ケア」も見直され，退院予定の患
者がこれらのサービスを利用した場合にも算定できるようになりました．
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表6 精神療養病棟の施設基準

目的 主として長期の入院を要する精神疾患を有する患者を入
院させ，精神病棟を単位として行うものであること

医師・看護職員の配置 医療法に定められた医師または看護職員の員数以上の配置

入院者数 届け出を超えて入院させない

病院常勤者 ・精神保健指定医2人以上の配置
・精神保健福祉士または臨床心理技術者

病棟常勤者 精神保健指定医 1人以上の配置および作業療法士または
作業療法の経験を有する看護職員の配置

病棟における看護職員
および看護補助者

・1日に看護を行う看護職員および看護補助者の数は，常
時，病棟の入院患者の数が15人に対して1人またはその
端数を増すごとに1人以上増すこと

・看護職員および看護補助者の最小必要数の5割以上が看
護職員であること

・看護職員の最小必要数の2割以上が看護師であること

夜勤帯の職員 看護要員が常時 2人以上配置されており，そのうち1人以
上は看護職員であること

病棟の病床数 1看護単位あたり60床以下

病棟における 1病室の
病床数

6床以下

病棟床面積 患者1人につき18 m2以上

病室床面積 患者1人につき5.8 m2以上

病院に必要な設備 作業療法室または生活機能回復訓練室

病棟に必要な設備 談話室，食堂，面会室，浴室（シャワー室），および公衆電話

病棟における鉄格子 ないこと（既存の病棟は届出後1年間の経過措置がある）

金銭管理 病棟において，金銭管理が行われていること

	文献
 1） 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課．第 1回精神科医療の機能分化
と質の向上等に関する検討会（資料）．2012．

◉

精神科療養病棟入院料が 1,050点から 1,061点となりました．また，重
症者を受け入れている病棟の評価などのため，重症者加算も「1」（60点）
と「2」（30点）に分けられました．ただし，医療法に義務づけられてい
る医師や看護職員の配置の基準を満たさなければ，特定入院料から減
額されます．また，病床の広さなどにも基準があります（表 6）．
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医療観察法

精神症状に起因して他害行為を行った精神障害者に対し，従来は「精
神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）」に基づく
措置入院制度などで対応していました．しかし，重大な他害行為を行
った精神障害者に対しては，一般の精神障害者と同様のスタッフや施
設のもとでは専門的な治療が困難である，退院後の継続的な医療を確
保するための制度がないなどの問題が指摘されていました．そのため，
2005年 7月に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療
及び観察等に関する法律（医療観察法）」が施行されました．

目的

目的は対象者の症状の改善を図り，同様の行為の再発防止を考慮し
ながら，社会復帰を円滑に進めていくことです．加害者である医療観
察法の対象者にも再び不幸な事態が繰り返されないように，専門的な支
援のもとで社会復帰を促進することがきわめて重要であるといえます．

対象者

対象者は「心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行っ
た者」です．「心神喪失」とは精神の障害により善悪を弁識する能力，ま
たはそれに従って行動する能力が失われた症状をいい，「心神耗弱」と
は精神の障害により，上記の 2つの能力が著しく衰退している状態を
いいます．「重大な他害行為」とは殺人，放火，強盗，強姦，強制わい
せつ，傷害（軽微なものは対象とならないこともある）にあたる行為を
いいます．対象者を具体的にいうと，重大な他害行為を行い，①心神
喪失または心神耗弱と認められて不起訴処分となった者，②心神喪失
を理由として無罪が確定した者，③心神耗弱を理由として刑が減軽さ
れ実刑とならなかった者（執行猶予）になります．

7
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対象者の処遇（図4）

検察官が地方裁判所に，この法律による処遇の要否や内容を決定す
るよう申し立てをし，その審判により対象者の処遇が決定します．申し
立てを受けた裁判所では，裁判官と精神科医（精神保健審判員）それぞ
れ 1人ずつからなる合議体（処遇裁判所）を構成し，両者がそれぞれの
専門性を活かして審判を行うことになります．処遇には，入院決定，
通院決定，不処遇（医療観察法による医療を行わない）があります．
審判の過程では，合議体の精神科医とは別の精神科医による詳しい

鑑定を入院によって行います（鑑定入院）．また，保護観察所の社会復
帰調整官による生活環境（居住地や家族の状況，利用可能な精神保健
福祉サービスなど）の調査が行われます．さらに，裁判所は必要に応じ
て精神保健福祉の専門家（精神保健参与員）の意見も聴きます．

重大犯罪にあたる行為
逮捕

心神喪失または心神耗弱
による不起訴処分

心神喪失または
心神耗弱による
無罪などの判決

警察

鑑定入院

保護観察所
（社会復帰調整官）

検察庁 裁判所

指定入院医療機関

不処遇指定通院医療機関

検察官

送致

申し立て

入院継続申し立て
退院申し立て

再入院

生活環境調査

命令

鑑定結果

申し立て
・処遇終了
・通院期間延長
・再入院

入院決定

通院決定

起訴

・裁判官と精神科医それぞれ1人の合議体
・精神保健福祉の専門家が意見を述べる

〈決定手続き〉
・裁判官による鑑定入院命令
・処遇の要否の決定手続き
精神科医による鑑定，生活環境調査
・処遇の決定
入院，通院，不処遇

地方裁判所での審判

通院決定

・ 保健所
・ 精神保健
 福祉センター
・ 市町村
・ 社会復帰施設
 など

図4 医療観察法の処遇の流れ
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障害者総合支援法の概要

障害のある人が地域で生活する場合，身近に相談できる人がいない，
適した住まいを見つけにくい，働くきっかけや働き続ける支援が少な
いなど，苦労が生じることがあります．このようなときにサービスを受
けられるよう，2013年 4月 1日より「障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」が施行されます．
この法律は「障害者自立支援法（自立支援法）」をもとにしながら自立
支援法ではできなかったさまざまな点が変更されています（図 1）．

障害者総合支援法の特徴

理念：障害福祉そのものを「基本的人権を享有する個人としての尊厳」

障害のある人の「自立」という考え
方では福祉の目的がわかりにくい

障害者基本法の基本理念を重視した
（「基本的人権を享有する個人としての
尊厳」を明記）

・障害福祉サービスを運営する事
業者にとっては，利用者人数に
応じた収入しか得られないため，
経営が安定しにくかった（出来
高制）

・障害が重いか軽いかで自己負担
が発生（応益負担）して，お金の
ない人に不利な制度

・施設運営の基本経費は補助金制にす
ることで経営を安定しやすくした（補
助金制と出来高制の併用）

・支払えない人に自己負担を求めない
よう，住民税非課税世帯には利用者
負担無料にするなど支払える能力に
応じた負担（応能負担）の原則に変更

・身体障害・知的障害・精神障害
（発達障害を含む）を対象
・知的障害・精神障害の支援が少
なく見積もられやすかった

・手帳を持たない難病患者などを支援
できなかったため，難病患者などを
支援対象に追加

・知的障害・精神障害の支援に配慮が
なされるように附則を追加

自立支援法 障害者総合支援法

図1 自立支援法から障害者総合支援法への主な変化
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であると定めました．さらに，「障害の有無によって分け隔てられるこ
となく，相互に人格と個性を尊重し合う」「社会参加の機会の確保」な
どの理念を規定しています．
標準的な支援の必要度：障害をもつ人に必要なサービスはさまざまあ
りますが，人によって支援の内容や量は異なります．そこで，障害の内
容や重さに応じて標準的な支援の必要度を計算して支援の必要性を 6
段階（区分 1～6）に分け，区分が大きい人にはサービスが手厚くなるよ
うにしています（同章「2．利用の手続き」を参照）．
障害福祉サービスの運営が補助金と出来高制の両面に：障害福祉サー
ビスの運営には，人件費や施設運営経費などの費用が必要です．自立
支援法では，この費用を出来高制（利用者がいないと発生しないサービ
ス経費）で障害福祉サービス事業者に支給していましたが，障害者総
合支援法では，出来高制と補助金制（施設運営経費に関するサービス
経費）を組み合わせて支給することになりました．
利用者の負担は，自立支援法ではサービスを受けた分だけ払う「応
益負担」が原則でしたが，障害が重くお金のない人と障害が軽くお金が
多くある人で，障害の重い人ばかりが自己負担をするのは障害福祉サ
ービスの原則に反するという指摘があり，支払える能力に応じた自己
負担である「応能負担」という考え方に変更されています．
障害福祉サービスの対象：自立支援法では「身体障害」「知的障害」「精
神障害（発達障害も含む）」を対象にしていました．一方で，障害者手
帳を持つほどではないものの支援が必要な難病などの人には，サービ
スを届ける方法がほとんどなかったため，障害者総合支援法ではこれ
らの人にも対象が拡大される予定になっています．
市町村が実施，都道府県が指導という関係：障害福祉サービスは市町
村および特別区（以下，市町村）が行うようになってきていますが，障
害者総合支援法に基づくサービスでは実施主体も費用の申請先も市町
村となります．都道府県の役割は，市町村が円滑に実施できるための
研修や人材育成などに限定されるようになってきました．
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